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シニア社員活用の現状

　成長している業界や若手が活躍している企業と，

老舗で高齢者が活躍しているような企業では本来，

シニア社員活用に対する考え方や方法は異なるもの

です。しかしながら，多くの企業では，雇用延長の

法的対応のみとなっていたり，自社の戦略や実情を

踏まえない画一的な制度に留まっており，うまくシ

ニア社員を活用し切れていない企業が多いのが実態

です。

　このような状況下でシニア社員を有効に活用する

ためには，単に法的な対応に留まらず，自社が今後

どのような事業戦略を描いているのか，人員動態や

構成はどのようになっているのか，それらを踏まえ，

シニア社員をどう位置づけて活用していくのかにつ

いてのポリシーを明確にすることが必要不可欠です。

自社の活用ポリシーを設定する

　シニア社員活用のポリシーは大きく以下の 3つに

分けられます。

●法令遵守消極活用タイプ：法的な対応を最優先し

て活用する

●柔軟活用タイプ：高度な貢献を求める社員と，限

定的な貢献のみを求める社員でメリハリをつけて

活用する

●生涯現役積極活用タイプ：年齢に関係なく，正社

員と同様に積極的に活用する

　シニア社員を活かし切れていない，という会社は，

まずは上記ポリシーを検討することから始めてみて

ください。

●法令遵守消極活用タイプ

～賃金を一律で決定するか，一定の割合で下げる企

業が多い～

　これは，定年後，正社員の等級・処遇等は適用せ

ず，一律で給与を決めたり（水準を低めに設定），

定年前の給与に一定率（例えば 6～ 8割）を乗じて

決めたりするタイプです。また再雇用対象者を最小

限に留めるために，早期退職優遇制度やネクストキ

ャリアサポート制度を導入する企業もあります。

●柔軟活用タイプ

～働き方によるコース設定や再雇用後の等級制度を

設け，処遇にメリハリをつける～

　これは，定年後の働き方を「会社からの役割期待

等」または「社員ごとの意向や能力等」に応じて，

柔軟なコースを設計し，評価に応じて処遇にメリハ

リをつけるタイプです。特に定年後には仕事に対し

ての緊張感が維持しづらくなるので，シニア社員に

こそ目標管理制度で，期待役割や期待貢献を明確に

し，達成度確認や評価を行うことが有効です。また

その結果を賃金だけではなく，表彰制度やインセン

ティブに反映することも有効な手段です。

●生涯現役積極活用タイプ

～定年延長や定年廃止を導入する企業が今後増加～

　これは，経験豊かなベテラン層に対して能力を存

分に発揮できる環境を提供するため，定年の延長や

廃止を行うタイプです。年齢問わず社員に一定の貢

献を求めていくことを重視することから，場合によ

っては，生涯賃金を考慮し，賃金制度全体の見直し

を行うケースもあります。まだ少数派ですが，人材

不足の深刻化などの環境変化を考えると，今後この

タイプも増えてくると考えられます。

まずはポリシーの設定から

　これまで述べてきたように，活用ポリシーのタイ

プに応じてシニア社員活用のための制度設計におけ

る主要論点は大きく異なります。シニア社員活用は

多くの企業で課題となっています。今回ご紹介した

ように，まずは自社の活用ポリシーを設定し，改め

てシニア社員活用のあり方について検討してみては

いかがでしょうか？
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